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役員報酬の減額に関するお知らせ 
  
当社は、2010 年５月 14 日開催の取締役会において、本日公表いたしました「平成 22 年

３月期決算短信（非連結）」で 2010 年３月期の業績で大幅な当期純損失を計上したこと及び

2011 年３月期の業績予想においても当期純損失を計上する見込みとなり、３期連続で当期純

損失を計上する見込みであること等当社業績の著しい悪化を真摯に受け止め、その経営責任

を明らかにし、早期の事業の再建、業績の回復を確固たる決意のもと行うため 2009 年２月

より既に実施しております役員報酬の減額率をさらに引き上げることを決定いたしましたの

で、お知らせいたします。 
 株主の皆様を始めとする関係各位に大変なご心配とご迷惑をお掛けしておりますが、今後

ともご支援を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 
 

記 
 
１．役員報酬の減額 
  上記理由により取締役の報酬の減額率を引き上げることを決定いたしました。また、監

査役より監査報酬の自主返上額の増額の申し入れがありましたので、併せてお知らせいた

します。 
 
（１）取締役の報酬減額の内容 

 2009 年２月より実施の減額内容 2010 年５月より実施の減額内容 
代表取締役 報酬月額の３０％を減額 報酬月額の５０％を減額 

取締役常務執行役員 報酬月額の１５％を減額 報酬月額の３０％を減額 

取締役執行役員 報酬月額の１０％を減額（注） 報酬月額の２０％を減額 

  （注）昨年６月の株主総会で新たに選任された取締役執行役員２名については、2009 年７月より報酬月額

の 10％を減額しています。 
 
（２）監査役の報酬返上額の内容 

 2009 年２月より実施の減額内容 2010 年５月より実施の減額内容 

監 査 役 報酬月額の１０％を返上 報酬月額の２０％を返上 

 
（３）対象期間 
  ２０１０年５月より当面の間 
  報酬減額の終了時期については、今後の業績の動向により判断いたします。 

 
以上 


